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介
護
家
族
慰
労
金
支
給

事
業

●
対
象
　
要
介
護
３
以
上
の
高
齢

者
を
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
せ
ず
介
護
す
る
同
居
家
族

ま
た
は
、
同
一
敷
地
や
隣
接
す

る
敷
地
に
居
住
し
て
い
る
家
族

●
主
な
支
給
要
件

□
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス（
年
間

10
日
間
程
度
の
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
、
福
祉
用
具
貸
与
、
特

定
福
祉
用
具
販
売
お
よ
び
住

宅
改
修
を
除
く
）を
１
年
間

利
用
し
て
い
な
い

□
１
年
以
上
市
内
に
居
住
し
、

住
所
が
あ
る
こ
と

□
市
民
税
非
課
税
世
帯

□
通
算
90
日
を
超
え
る
入
院
を

し
て
い
な
い
　
な
ど

●
支
給
金
額
　
６
万
円（
年
１
回
）

●
申
請
期
限
　
支
給
要
件
を
満
た

し
た
後
、
４
カ
月
目
の
月

●
申
し
込
み
　
申
請
書
　
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
介
護
福
祉

課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※

詳
し
く
は
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確
認

す
る
か
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
市
民
生
活
部
介
護
福
祉
課

☎（
22
）１
３
５
０

介
護
福
祉
士
就
職
支
援

助
成
金

　
市
内
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

に
、
新
た
に
介
護
福
祉
士
と
し
て

就
職
し
た
人
に
、
助
成
金
を
支
給

し
ま
す
。

●
対
象
　
市
内
に
住
所
が
あ
り
、

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

□
介
護
福
祉
士
と
し
て
就
職
し

た
人（
原
則
、
新
規
就
職
者
）

□
市
内
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

　
所
で
常
時
雇
用
さ
れ
て
い
る
人

□
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
継

続
し
て
２
年
以
上
勤
務
す
る

見
込
み
が
あ
る
人

□
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

●
助
成
金
額
　
　
　
　
　
40
万
円

●
申
請
期
限
　
就
職
し
た
日
か
ら

６
カ
月
を
経
過
す
る
日
ま
た
は
、

11
月
30
日（
月
）の
い
ず
れ
か
早

い
日

●
申
し
込
み
　
申
請
書
　
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
介
護
福
祉

課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確
認

す
る
か
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
市
民
生
活
部
介
護
福
祉
課

☎（
22
）１
３
５
０

介
護
職
員
研
修
費
用

助
成
金

　
市
内
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

に
勤
務
す
る
人
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ

を
支
援
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
向
上
と
安
定
供
給
を
図
る
た
め
、

研
修
の
受
講
料
な
ど
を
支
援
し
ま
す
。

●
対
象
　
市
内
に
住
所
が
あ
り
、

次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

□
市
内
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

　
所
で
常
時
雇
用
さ
れ
て
い
る
人

□
過
去
１
年
以
内
に
初
任
者
研

修
ま
た
は
、
実
務
者
研
修
を

修
了
し
、
修
了
日
以
後
も
同

一
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

に
継
続
し
て
６
カ
月
以
上
勤

務
す
る
見
込
み
が
あ
る
人

□
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

●
助
成
金
額（
上
限
）

　
□
初
任
者
研
修
　
　
　
10
万
円

　
□
実
務
者
研
修
　
　
　
20
万
円

●
申
請
期
限
　
11
月
30
日（
月
）

●
申
し
込
み
　
申
請
書
　
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
介
護
福
祉

課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確
認

す
る
か
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
市
民
生
活
部
介
護
福
祉
課

☎（
22
）１
３
５
０

帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン

任
意
接
種
費
用
助
成

●
対
象
　
接
種
を
希
望
し
、
次
の

全
て
に
該
当
す
る
人

□
令
和
８
年
度
に
50
歳
、
55
歳
、

60
歳
に
な
る
人

□
帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
の
助
成

を
受
け
た
こ
と
が
な
い
人

□
市
税
の
滞
納
が
な
い
人

●
助
成
額

□
生
ワ
ク
チ
ン
　
接
種
費
用
の

半
額（
上
限
5
千
円
）

□
組
換
え
ワ
ク
チ
ン
　
５
千
円

※
１
回
当
た
り
の
助
成
額

●
そ
の
他
　
接
種
費
用
を
全
額
支

払
い
後
、
令
和
９
年
３
月
31
日

　（
水
）ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
市
民
生
活
部
健
康
推
進
課

☎（
22
）０
３
７
０

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防

接
種

　
国
の
制
度
改
正
に
よ
り
、
使
用

す
る
高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

と
自
己
負
担
額
が
変
わ
り
ま
す
。

●
接
種
対
象
者
　
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
人
で
、
過
去
に
成

人
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
１

度
も
接
種
し
た
こ
と
が
な
い
人

①
満
65
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

人
②
60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
人
で
、

心
臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
の

機
能
ま
た
は
、
ヒ
ト
免
疫
不

全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機

能
に
障
害
が
あ
る
人（
身
体

　
障
害
者
手
帳
１
級
相
当
程
度
）

　
で
、
接
種
を
希
望
す
る
人

※

②
で
希
望
す
る
人
は
、
各
保
健
推

進
室
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
接
種
期
間
　
満
65
歳
の
誕
生
日

の
前
日
か
ら
66
歳
の
誕
生
日
の

前
日
ま
で

●
接
種
場
所
　
市
内
の
指
定
医
療

機
関

※

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
の
対
象

者
は
、
誕
生
月
に
送
付
さ
れ
る
予
診

票
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
使
用
す
る
ワ
ク
チ
ン
　
高
齢
者

　
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン（
20
価
）

●
自
己
負
担
金
　
　
　
　
５
千
円

●
注
意
事
項

□
市
外
の
医
療
機
関
で
接
種
を

希
望
す
る
場
合
は
、
必
ず
接

種
前
に
各
保
健
推
進
室
に
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
事
前
の

申
し
込
み
を
し
て
い
な
い
場

合
は
、
全
額
自
己
負
担
で
す

□
事
前
に
医
療
機
関
へ
の
予
約

が
必
要
で
す

　
市
民
生
活
部
健
康
推
進
課

☎（
22
）０
３
７
０

　
各
保
健
推
進
室

危
険
な
空
き
家
等

解
体
費
用
助
成

　
周
囲
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
恐
れ

の
あ
る
危
険
な
空
き
家
の
解
体
工

事
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

●
対
象

□
空
き
家
の
所
有
者
や
管
理
者

□
一
戸
建
て
住
宅
ま
た
は
、
店

舗
兼
用
住
宅

※

作
業
所
、
物
置
な
ど
は
対
象
外

●
助
成
対
象
と
な
る
経
費

□
解
体
工
事
費

□
解
体
工
事
と
一
体
で
行
う
立

木
伐
採
処
分
費
、
家
具
・
家

電
な
ど
の
運
搬
処
分
費

●
助
成
金
額
　
工
事
費
な
ど
の
２

分
の
１
　
※
上
限
50
万
円

●
受
付
開
始
日
　
４
月
13
日（
月
）

※
詳
し
く
は
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
確
認
す

る
か
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
建
設
部
都
市
計
画
課

☎ （
22
）１
１
５
４

放
射
能
関
連
相
談

　
測
定
を
希
望
す
る
人
は
、
問
い

合
わ
せ
先
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
測
定
内
容
　
食
品
の
放
射
性
物

質
測
定

※

市
内
の
空
間
放
射
線
量
は
、
市
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
産
業
経
済
部
林
業
畜
産
課

　
放
射
性
廃
棄
物
等
対
策
室

☎（
22
）１
１
3
6

①
宅
配
給
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

　
定
期
的
に
食
事
の
配
達
を
希
望

す
る
人
に
、
弁
当
の
宅
配
と
同
時

に
安
否
確
認
を
し
ま
す
。

●
対
象
　
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の

み
世
帯
の
人

※

祝
日
を
除
く
月
〜
金
曜
日
の
う
ち
、

昼
食
ま
た
は
、
夕
食
の
い
ず
れ
か
１

日
１
食
の
利
用
に
限
る

●
利
用
者
負
担

□
市
民
税
非
課
税
世
帯

１
食
３
０
０
円

□
市
民
税
課
税
世
帯

１
食
５
０
０
円

②
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
事
業

　
急
病
な
ど
緊
急
時
に
、
簡
単
な

操
作
で
受
信
セ
ン
タ
ー
へ
通
報
で

き
る
装
置
を
家
庭
に
設
置
し
ま
す
。

●
対
象
　
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の

み
世
帯
の
人

●
利
用
者
負
担
　
　
月
５
０
０
円

③
高
齢
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
助

成
事
業

　
定
期
通
院
が
必
要
な
人
に
、
月

４
枚
の
タ
ク
シ
ー
券（
基
本
料
金

相
当
分
）を
交
付
し
ま
す
。

●
対
象
　
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の

み
世
帯
の
人
ま
た
は
要
支
援
・

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
65

歳
以
上
の
人

※

市
民
税
非
課
税
世
帯
に
限
る

●
利
用
者
負
担
　
基
本
料
金（
初

乗
り
料
金
）を
超
え
る
金
額

④
生
き
が
い
活
動
支
援
通
所
事
業

　
通
所
に
よ
る
軽
体
操
、
趣
味
、

創
作
活
動
で
交
流
の
輪
を
広
め
た

い
人
を
支
援
し
ま
す
。

●
対
象
　
要
支
援
・
要
介
護
認
定

を
受
け
て
い
な
い
、
自
立
し
た

日
常
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き

る
60
歳
以
上
の
人

●
利
用
者
負
担
　
１
回
８
０
０
円

※

温
泉
保
養
施
設
の
利
用
は
、
３
０
０

円
加
算
。
そ
の
他
傷
害
保
険
料
、
材

料
費
な
ど
の
負
担
が
あ
り
ま
す
。

⑤
寝
具
洗
濯
等
サ
ー
ビ
ス
事
業

　
自
分
で
布
団
の
洗
濯
な
ど
が
困

難
な
場
合
、
寝
具
の
洗
濯
と
乾
燥

を
し
ま
す
。

●
対
象
　
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み
世
帯

の
人

●
利
用
者
負
担
　
１
回
１
２
０
０
円

※

年
に
１
回
の
実
施

⑥
高
齢
者
日
常
生
活
支
援
業
務
利

用
助
成
事
業

　
庭
の
草
刈
り
や
居
宅
の
清
掃
な

ど
、
日
常
生
活
で
支
援
が
必
要
な

場
合
、
年
６
時
間
分
の
市
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
利
用
券（
80
パ
ー

セ
ン
ト
助
成
分
）を
交
付
し
ま
す
。

●
対
象
　
65
歳
以
上
の
高
齢
者
の

み
世
帯
の
人

●
利
用
者
負
担
　
日
常
生
活
支
援

業
務
単
価
の
20
パ
ー
セ
ン
ト
と

事
務
費
業
務
単
価
の
12
パ
ー
セ

ン
ト

●
利
用
で
き
る
内
容
　
庭
の
草
刈

り
、
庭
木
の
剪
定
、
居
宅
の
除

雪
、
簡
単
な
修
理
な
ど

⑦
徘
徊
高
齢
者
家
族
支
援
サ
ー
ビ

ス
事
業

　
認
知
症
の
家
族
が
徘
徊
す
る
場

合
、
徘
徊
高
齢
者
探
索
シ
ス
テ
ム

装
置
を
貸
与
し
ま
す
。

●
対
象
　
認
知
症
に
よ
り
常
時
徘

徊
す
る
65
歳
以
上
の
要
介
護
認

定
者
を
介
護
す
る
家
族

●
利
用
者
負
担
　
月
１
３
２
０
円

※

現
場
急
行
費
用
な
ど
は
別
途
加
算

⑧
介
護
用
品
支
給
事
業

　
紙
お
む
つ
な
ど
の
介
護
用
品
が

必
要
な
場
合
、
介
護
用
品
給
付
券

を
交
付
し
ま
す
。

●
対
象
　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け

た
在
宅
の
人
で
、
紙
お
む
つ
な

ど
の
介
護
用
品
が
必
要
な
人

※

要
介
護
３
以
下
の
人
は
、
一
部
要
件

が
あ
り
ま
す
。

●
利
用
者
負
担
　
給
付
券
の
限
度

額
を
超
え
た
金
額

●
給
付
券
の
限
度
額

□
要
支
援
１
〜
要
介
護
３

月
２
千
円

□
要
介
護
４
、５
　
月
５
千
円

●
対
象
品
目
　
紙
お
む
つ
、
尿
取

り
パ
ッ
ト
、
清
拭
剤
、
使
い
捨

て
手
袋
、
ド
ラ
イ
シ
ャ
ン
プ
ー
、

介
護
食
品
、
食
事
用
エ
プ
ロ
ン
、

防
水
シ
ー
ツ
、
消
臭
剤

⑨
高
齢
者
見
守
り
支
援
事
業

　
認
知
症
な
ど
に
よ
り
、
外
出
先

か
ら
自
分
で
帰
宅
で
き
な
く
な
っ

た
人
の
早
期
発
見
・
保
護
を
目
的

と
し
て
、
見
守
り
シ
ー
ル（
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
ラ
ベ
ル
）を
交
付
し
ま
す
。

　
発
見
者
が
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み

取
る
と
、
事
前
に
登
録
し
て
い
る

保
護
者
に
メ
ー
ル
が
届
き
ま
す
。

発
見
者
と
保
護
者
は
、
専
用
の
伝

言
板
サ
イ
ト
で
や
り
と
り
を
す
る

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
情
報
は

守
ら
れ
ま
す
。

●
対
象
　
認
知
症
な
ど
に
よ
り
、

外
出
先
か
ら
自
分
で
帰
宅
で
き

な
い
在
宅
の
高
齢
者
な
ど

●
利
用
者
負
担
　
　
　
　
　
無
料

※

シ
ー
ル
の
再
交
付
は
自
己
負
担

※

①
、
③
、
⑤
、
⑧
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
世

帯
員
の
う
ち
、
65
歳
以
上
の
人
が
所
得

割
額
を
課
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
市
民

税
非
課
税
と
み
な
し
ま
す
。

　
市
民
生
活
部
介
護
福
祉
課

☎（
22
）１
３
５
０

　
各
総
合
支
所
市
民
サ
ー
ビ
ス
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

せ
ん  

て
い

は
い 

か
い

せ
い 

し
き

高
齢
者
向
け
福
祉
サ
ー
ビ
ス


